
 

“鶴田町防災行政無線”を聞き逃したら！ 

 

災害対策に係る緊急情報や行政情報を町民の皆様に迅速に伝達するため、

平成２７年４月１日から防災行政無線を運用しております。  

町内各地区に設置した屋外拡声子局（スピーカー）を通して、各種情報を

放送しております。  

万一、放送内容が聞き取れなかったり、聞き逃した場合は、下記の電話応

答サービスで確認することができます。  

 

●電話応答サービス電話番号：２３－２３３３  

（通話料は利用者負担となります。また、町内会独自の放送については、 

このサービスでは確認できませんのでご了承願います。）  

 

●放送される内容  

①  災害対策に関する情報  

（避難準備情報、高齢者等避難、避難指示など）  

②  河川防災情報  

  （岩木川の増水等に関する情報）  

③  各種行政情報  

  （町からのお知らせ）  

④  火災に関する情報（ 8:00～ 18:00）  

  （消防署から火災発生・鎮火、火災予防に関するお知らせ）  

⑤  気象情報  

（気象警報等）  

⑥  緊急地震速報  

（鶴田町において震度４以上の地震の到達が予測される場合）  

⑦  国民保護情報  

（武力攻撃事態、弾道ミサイル攻撃、大規模テロなどの緊急事態）  

※  上記のほか、防災行政無線の動作確認のため、毎日夕方にメロディが

流れます。（４月～９月は午後６時から、１０月～３月は午後５時から） 

また、必要に応じて試験放送を行う場合がありますので、ご理解をお

願いいたします。  

 

《問い合わせ先》  

鶴田町役場総務課行政係  

電話：２２－２１１１（内線２７１）  


